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(57)【要約】
【課題】使用する者の各種症状を改善したり矯正したり
できるだけでなく、改善や矯正の効果を長期間にわたっ
て十分に維持できる履物を提供する。
【解決手段】履物１０の履物構成部材１０Ａ、１０Ｂは
、足裏面が乗る履台１２の厚さを足内側ＬＡから足外側
ＬＢにいくに従い厚肉とし、シート状の上底板１４が履
台１２の上面に接着されていて、この履台１２の上面に
配置された上底板１４が水平線Ｈに対して一方の側縁か
ら他方の側縁に向かって傾斜している。履台１２の前側
の両側縁には、弧状に形成されて足を覆いつつ足を支持
する胛皮１６の両側縁が、それぞれ接着または逢着され
る。耐摩耗性の高い難摩耗性材料の自己潤滑性を有した
ナイロン或いは高密度ＰＥにより、接地面側となる下面
側を含めて各履台１２が形成される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　足裏面が乗る履台の厚さを足内側から足外側にいくに従い厚肉としかつ足を覆って支持
する支持部材を有してなる左右一組の履物であって、
　履台の少なくとも接地面側とされる下面側が、耐摩耗性の高い難摩耗性材料により形成
されることを特徴とする履物。
【請求項２】
　履台が、変形し難い難変形性材料と前記難摩耗性材料とを積層して形成されることを特
徴とする請求項１に履物。
【請求項３】
　前記難摩耗性材料が、樹脂材料の内の自己潤滑性を有したナイロン或いは高密度ＰＥと
されたことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の履物。
【請求項４】
　前記難変形性材料が、樹脂材料と繊維状材料からなる複合材料とされたことを特徴とす
る請求項１から請求項３の何れかに記載の履物。
【請求項５】
　前記支持部材が弧状に形成されたことを特徴とする請求項１から請求項４の何れかに記
載の履物。
【請求項６】
　足裏面が乗る履物の履台上面に設置されて使用され、足内側から足外側にいくに従い厚
肉とした左右一組の履物の中敷であって、
　変形し難い難変形性材料により形成されることを特徴とする履物の中敷。
【請求項７】
　前記難変形性材料が、樹脂材料と繊維状材料からなる複合材料とされたことを特徴とす
る請求項６に記載の履物の中敷。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用する者の各種症状を改善することができるだけでなく、改善の効果を長
期間にわたって十分に維持し得る履物及び履物の中敷に関し、特に、靴、サンダル、スリ
ッパ、下駄等に好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、靴、サンダル、スリッパ、下駄等の履物やその中敷は、現代社会における人間活
動において足の保護を図って活動領域を拡げる目的等のために欠かせないものとなってい
るが、足裏に接するこれらの履物の底部上面がほぼ水平になる構造とされているものが一
般的である。しかし、人間の体重が履物に絶えず加わると共に、歩行に伴って履物の底部
が変形したり摩耗したりすることも知られている。
【０００３】
　この一方、使用する者の全体重が履物や中敷に加わるのに合わせて、履物や中敷は膝関
節部位や腰部位の各種症状に対する影響も大きい。例えば、下記引用文献１には、Ｏ脚の
矯正に関するものが開示されている。また、下記引用文献２には、使用することにより自
然に背骨の湾曲やＯ脚やＸ脚の矯正に役立つ履物および履物用中敷に関するものが開示さ
れている。さらに、下記引用文献３には、変形性膝関節症に罹患した患者、特にＯ脚の患
者に大きな効果が得られる履物が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平10-151001
【特許文献２】特開平8-70910
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【特許文献３】特開平8-98701
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そして、膝関節部位や腰部位の各種症状の改善やＯ脚やＸ脚の矯正を目的とした場合、
治療上、その症状が完治するまで根気よく日常生活中なるべく長時間、継続的に履物や中
敷を使用することが重要である。しかしながら、これら膝関節部位や腰部位の各種症状の
改善やＯ脚やＸ脚の矯正が履物や中敷により可能になるとしても、使用に伴って履物や中
敷が変形したり、履物の底部が摩耗したりして、長期にわたって十分な効果を得ることが
困難であった。
【０００６】
　本発明は上記背景に鑑みてなされたもので、使用する者の各種症状を改善したり矯正し
たりすることができるだけでなく、改善や矯正の効果を長期間にわたって十分に維持し得
る履物及び履物の中敷を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決した請求項１記載の発明は、足裏面が乗る履台の厚さを足内側から足外
側にいくに従い厚肉としかつ足を覆って支持する支持部材を有してなる左右一組の履物で
あって、
　履台の少なくとも接地面側とされる下面側が、耐摩耗性の高い難摩耗性材料により形成
されることを特徴とする履物である。
【０００８】
　請求項１の左右一組からなる履物によれば、足裏面が乗る履台の厚さを足内側から足外
側にいくに従い厚肉としただけでなく、足を覆って足を支持するための支持部材を有して
いることから、使用者の歩行に伴って足と一体的に履物が移動することになる。また、足
内側から足外側にいくに従って履台が厚くなるので、このような履物を履いた場合、履台
が水平にされている場合と異なって足が身体の中心側に傾いて、身体の中心方向へ押す力
が足に働くことになる。これに伴って膝関節部位や腰部位にも身体の中心に向かって力が
加わって左右の膝及び腰が内側に押される。
【０００９】
　つまり、足の踝から上側部分に身体の中心側に向かって力が加わるので、この履物を履
いて適宜に起立状態を維持したり、膝の曲げ延ばしをしたり、或いは歩行を繰り返すなど
の運動をすることにより、内方向へ押す力が足に働くことで、各種症状が改善されること
がある他、正常な人にあっては各種症状の発生を予防できるなどの効果がある。さらに、
履台の少なくとも接地面側となる下面側が耐摩耗性の高い難摩耗性材料により形成される
ことで、歩行による摩耗が減少して上記の履台の形状が長期間にわたり維持されるのに伴
い、各種症状改善等の効果も長期間維持される。
【００１０】
　請求項２では、難摩耗性材料と変形し難い難変形性材料とが積層されて履台が形成され
ている。履台が難摩耗性材料と難変形性材料により積層されることから、履台の形状が安
定し、履台の形状がより長い期間にわたり維持されるのに伴って各種症状改善の効果もよ
り長期間維持される。
【００１１】
　請求項３では、難摩耗性材料が、樹脂材料の内の自己潤滑性を有したナイロン或いは高
密度ＰＥとされている。このような材料を採用することとすれば、履台の形状が確実に長
期間にわたり維持され、各種症状改善の効果も長期間維持されることになる。
【００１２】
　請求項４では、難変形性材料が、樹脂材料と繊維状材料からなる複合材料とされている
。このような材料を採用することとすれば、履台の形状が確実に長期間にわたり維持され
、各種症状改善の効果も長期間維持されることになる。
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【００１３】
　請求項５では、支持部材が弧状に形成されていて、問題なく足の甲に支持部材が係合う
ことで、より確実に使用者の歩行に伴って足と一体的に履物が移動するようになる。
【００１４】
　請求項６の左右一組からなる履物の中敷によれば、足裏面が乗る履物の履台上面に設置
されて使用されるものの、中敷を足内側から足外側にいくに従い厚肉としている。さらに
、履台の中敷が変形し難い難変形性材料により形成されることで、上記請求項２と同様に
、中敷の形状が長期間にわたり維持されるのに伴って各種症状改善の効果も長期間維持さ
れる。
【００１５】
　請求項７では、難変形性材料が、樹脂材料と繊維状材料からなる複合材料とされている
。このような材料を採用することとすれば、上記請求項４と同様に、中敷の形状が確実に
長期間にわたり維持され、各種症状改善の効果も長期間維持されることになる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の履物及び履物の中敷によれば、使用する者の各種症状を改善したり矯正したり
することができるだけでなく、改善や矯正の効果を長期間にわたって十分に維持すること
ができるという優れた効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る履物の側面図である。
【図２】図１の２－２矢視線断面図である。
【図３】本発明の第２の実施形態に係る履物の図１の２－２矢視線に対応する断面図であ
る。
【図４】本発明の第３の実施形態に係る履物の側面図である。
【図５】図４の５－５矢視線断面図である。
【図６】本発明の第３の実施形態に係る履物の図４の５－５矢視線に対応する断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の第１の実施形態に係る履物について図面を参照しつつ詳細に説明する。
　本実施形態のサンダルである履物１０は、図１及び図２に示すように左右対称で一対の
履物構成部材１０Ａ、１０Ｂから構成されている。
【００１９】
　図１及び図２に示すように履物１０の一方の履物構成部材１０Ａ（図２の左側）は、足
裏面が乗る履台１２の厚さを足内側ＬＡから足外側ＬＢにいくに従い厚肉とし、シート状
の上底板１４が履台１２の上面に接着されていて、この履台１２の上面に配置された上底
板１４が水平線Ｈに対して一方の側縁から他方の側縁に向かって傾斜させた構造とされて
いる。また、履台１２の前側の両側縁には、弧状に形成されて足を覆いつつ足を支持する
支持部材である胛皮１６の両側縁が、それぞれ接着または逢着されていて、履台１２の上
面と上底板１４の下面とでこの胛皮１６の接着縁部分を挟みつけている。
【００２０】
　この一方、履物１０の他方の履物構成部材１０Ｂ（図２の右側）に関しても、足裏面が
乗る履台１２の厚さを足内側ＬＡから足外側ＬＢにいくに従い厚肉とし、シート状の上底
板１４が履台１２の上面に接着されていて、履台１２の上面に配置された上底板１４が水
平線Ｈに対して一方の側縁から他方の側縁に向かって傾斜させた構造とされている。尚、
他の部分は上記と同様の構造とされている。
【００２１】
　以上より、本実施形態の履物１０を構成する左右対称で一対の履物構成部材１０Ａ、１
０Ｂは、この履物１０を履いて使用する使用者の身体中心（一点鎖線Ｃで表す）寄り部分



(5) JP 2017-192405 A 2017.10.26

10

20

30

40

50

がそれぞれ低く形成されることになる。また、使用者が路面Ｒ上を歩く際には、胛皮１６
の存在により足を持ち上げても履物１０の各履物構成部材１０Ａ、１０Ｂが足と一体的に
移動する。
【００２２】
　さらに、各履台１２は、一般に動物の皮革、天然ゴム、ポリウレタン、プラスチック、
人工ゴム等により構成されるが、本実施例においては、耐摩耗性の高い難摩耗性材料であ
る樹脂材料の内の自己潤滑性を有したナイロン或いは高密度ＰＥ（ポリエチレン）により
、接地面側となる下面側を含めて各履台１２が形成されている。
【００２３】
　次に、本実施形態における履物１０の作用を以下に説明する。
　本実施形態の図１及び図２に示すような左右一組からなる履物１０によれば、足裏面が
乗る履台１２の厚さを足内側ＬＡから足外側ＬＢにいくに従い厚肉としただけでなく、足
を覆って足を支持するための胛皮１６を有しているため、使用者の歩行に伴って足と一体
的に履物１０の各履物構成部材１０Ａ、１０Ｂが移動することになる。
【００２４】
　また、各履物構成部材１０Ａ、１０Ｂは、足内側ＬＡから足外側ＬＢにいくに従って履
台１２が厚くなるので、このような履物１０を履いた場合、履台１２が水平にされている
場合と異なって足が身体の中心側に傾いて、身体の中心方向へ押す力が足に働き、図示し
ない膝関節部位や腰部位にも身体の中心（一点鎖線Ｃで表す）に向かって力が加わって左
右の膝及び腰が内側に押される。
【００２５】
　つまり、足の踝から上側部分に身体の中心側に向かって力が加わるので、この履物１０
を履いて適宜に起立状態を維持したり、膝の曲げ延ばしをしたり、或いは歩行を繰り返す
などの運動をすることにより、足に内方向へ押す力が働くことで、各種症状が改善される
ことがある他、正常な人にあっては各種症状の発生を予防できるなどの効果がある。
【００２６】
　他方、履物の履台は一般的に使用により摩耗するものの、本実施形態では履台１２の少
なくとも下面側となる接地面側が上記のように耐摩耗性の高い難摩耗性材料である自己潤
滑性を有したナイロン或いは高密度ＰＥにより形成されている。このことから、使用者が
歩行しても履台１２の下面側の路面Ｒによる摩耗が減少して、上記の履台１２の形状が長
期間にわたり維持されるのに伴い、各種症状改善等の効果も長期間維持されるようになる
。
【００２７】
　次に、本発明の第２の実施形態に係る履物について図面を参照しつつ詳細に説明する。
　本実施形態のサンダルである履物１０は、図３に示すように第１の実施形態と似た構造
とされている。
　図３に示すように前述の実施形態とほぼ同一であるが、前述では各履台１２全体が耐摩
耗性の高い難摩耗性材料とされるのに対して、本実施形態では、各履台１２の下側にソー
ル部１２Ａを設けこのソール部１２Ａを難摩耗性材料とし、各履台１２のソール部１２Ａ
と上底板１４との間の本体部１２Ｂを変形し難い難変形性材料により形成している。つま
り、本実施形態の履物１０の履台１２は、難摩耗性材料と難変形性材料とを積層した構造
とされている。
【００２８】
　さらに履物１０の各履物構成部材１０Ａ、１０Ｂの各履台１２を構成する本体部１２Ｂ
の厚さを足内側ＬＡから足外側ＬＢにいくに従い厚肉とすることで、履台１２の上面に配
置された上底板１４が水平線Ｈに対して一方の側縁から他方の側縁に向かって傾斜した構
造とされている。
【００２９】
　また、本実施形態の上記難変形性材料としては、例えば複数の材料を混合して作成した
複合材料を採用することが考えられる。具体的には難変形性材料として、ガラス繊維等と
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した繊維状材料と樹脂材料とからなる複合材料である繊維強化プラスチック（ＦＲＰ）と
する。但し、ポリアミド、ポリアセタール等の樹脂材料や他の材料を採用することも考え
られる。
【００３０】
　次に、本実施形態における履物１０の作用を以下に説明する。
　本実施形態も前記第１の実施形態と同様に、履台が水平にされている場合と異なって、
内方向へ押す力が足に働き、足が内側に傾いて左右の膝が内側に押されるために、膝関節
部位や腰部位に身体の中心（一点鎖線Ｃで表す）に向かって力が加わる。
【００３１】
　但し、本実施形態の履物１０では、難摩耗性材料と難変形性材料とを積層した構造と履
台１２がされている。このため、一般に使用に伴い履物の履台は使用者の体重や歩行等に
より変形するものの、本実施形態では、履台１２の上側寄り部分の本体部１２Ｂが変形し
難い難変形性材料である例えば樹脂材料と繊維状材料からなる複合材料により形成されて
いる。
　このことで、履物１０の長期間の使用に対して、難摩耗性材料によるソール部１２Ａの
存在により履台１２が摩耗しにくくなると共に、難変形性材料による本体部１２Ｂの存在
により履台１２が変形しにくくなる。従って、上記の履台１２の形状が長期間にわたり維
持されるのに伴い、各種症状改善等の効果も長期間維持されるようになる。
【００３２】
　以上より、第１の実施形態では、履台１２を構成する材料として耐摩耗性の高い難摩耗
性材料を採用したが、第２の実施形態では、履台１２が難摩耗性材料と難変形性材料とを
積層した構造として、摩耗しにくくなるだけで無く変形し難くなった。尚、これら難摩耗
性材料と難変形性材料とを交互に複数積層して履台１２を形成しても良く、難摩耗性材料
でありかつ難変形性材料とされる材料を採用しても良い。
【００３３】
　次に、本発明の第３の実施形態に係る履物について図面を参照しつつ詳細に説明する。
　本実施形態の靴である履物２０は、図４及び図５に示すように第１の実施形態と似た構
造とされている。
　上記第１、第２の実施形態ではサンダルを例として説明したが、図４及び図５に示すよ
うに靴である履物２０に適用しても良い。本実施形態も前述の実施形態とほぼ同一構造で
あるが、靴であることから足Ｋを覆いつつ足Ｋを支持する支持部材である胛皮２６が、履
台２２の全周囲にわたって接着または逢着されている。
【００３４】
　また、本実施形態も各履台２２の下側にソール部２２Ａを設けこのソール部２２Ａを難
摩耗性材料とし、各履台２２のソール部２２Ａと上底板２４との間の本体部２２Ｂを変形
し難い難変形性材料により形成している。このため、本実施形態の履物２０の履台２２も
、第２の実施形態と同様に難摩耗性材料と難変形性材料とを積層した構造とされている。
【００３５】
　そして、履物２０の一方の履物構成部材２０Ａは、足裏面が乗る履台２２の厚さを足内
側ＬＡから足外側ＬＢにいくに従い厚肉とし、シート状の上底板２４が履台２２の上面に
接着されていて、この履台２２の上面に配置された上底板２４が水平線Ｈに対して一方の
側縁から他方の側縁に向かって傾斜させた構造とされている。
【００３６】
　この一方、履物２０の他方の履物構成部材２０Ｂに関しても、足裏面が乗る履台２２の
厚さを足内側ＬＡから足外側ＬＢにいくに従い厚肉とし、シート状の上底板２４が履台２
２の上面に接着されていて、履台２２の上面に配置された上底板２４が水平線Ｈに対して
一方の側縁から他方の側縁に向かって傾斜させた構造とされている。尚、他の部分は上記
と同様の構造とされている。
【００３７】
　本実施形態の場合も第２の実施形態と同様に、履物２０により内方向へ押す力が足に働
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き、足が内側に傾いて左右の膝が内側に押されるために、膝関節部位や腰部位に体の中心
に向かって力が加わる。そして、使用者が歩行しても履台２２の下面側の路面Ｒによる摩
耗が減少して、上記の履台２２の形状が長期間にわたり維持されるのに伴い、各種症状改
善等の効果も長期間維持されるようになる。
【００３８】
　次に、本発明の第４の実施形態に係る中敷について図面を参照しつつ詳細に説明する。
　本実施形態の中敷３０が適用される靴である履物２０は、図６に示すように第３の実施
形態と似た構造とされている。但し、第３の実施形態では、一対の履物構成部材２０Ａ、
２０Ｂにおける足裏面が乗る履台２２の厚さを足内側ＬＡから足外側ＬＢにいくに従い厚
肉な構造としているが、本実施形態では履台２２自体は平らな構造とされている。
【００３９】
　そして、本実施形態では、足裏面が乗る履物２０の履台２２上面に中敷３０がそれぞれ
敷かれているという相違を有している。この中敷３０は、足内側ＬＡから足外側ＬＢにい
くに従い厚肉とした構造とされている他、変形し難い難変形性材料により形成される。
　また、本実施形態の中敷３０の材質としては、第２の実施形態のようにガラス繊維等と
した繊維状材料と樹脂材料とからなる複合材料である繊維強化プラスチック（ＦＲＰ）と
しても良く、ポリアミド、ポリアセタール等の樹脂材料や他の材料を採用しても良い。
【００４０】
　次に、本実施形態における履物２０の中敷３０の作用を以下に説明する。
　履物２０の履台２２の上面が水平にされているものの、中敷３０が足内側ＬＡから足外
側ＬＢにいくに従い厚肉とした構造とされている。このため、本実施形態も前記実施形態
と同様に、内方向へ押す力が足に働き、足が内側に傾いて左右の膝が内側に押されるため
に、膝関節部位や腰部位に身体の中心に向かって力が加わる。
【００４１】
　また、一般に使用に伴い中敷は使用者の体重等により変形するものの、本実施形態では
、中敷３０が変形し難い難変形性材料である樹脂材料と繊維状材料からなる複合材料によ
り形成されている。このことで、履物２０の使用に対して中敷３０が変形しにくくなり、
上記の中敷３０の形状が長期間にわたり維持され、これに伴って各種症状改善等の効果も
長期間維持されるようになる。
【００４２】
　以上のように、履物としてサンダル及び靴を例として説明したが、スリッパや下駄等の
他の履物であっても同様な作用効果を奏するようになる。また、履物の中敷として靴の中
敷を例として説明したが、他の履物に適用される中敷としても良い。
【００４３】
　他方、耐摩耗性の高い難摩耗性材料としては、自己潤滑性を有したナイロン或いは高密
度ＰＥ（ポリエチレン）等が考えられるが、摩擦係数を下げるオイル等の添加物を混ぜた
樹脂材料や他の硬質プラスチック等であっても良い。また、難変形性材料としては、繊維
状材料と樹脂材料とからなる複合材料である繊維強化プラスチック（ＦＲＰ）、ポリアミ
ド、ポリアセタール等の樹脂材料の他、ポリオレフィン系樹脂や他のヤング率の高い他の
硬質プラスチック等であっても良い。さらに、前述のように難摩耗性材料と難変形性材料
とを交互に複数積層して履台や中敷を形成しても良く、難摩耗性材料でありかつ難変形性
材料とされる材料を採用しても良い。
【００４４】
　以上、本発明に係る実施の形態を説明したが、本発明は係る実施の形態に限定されるも
のではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明は、履物の他にさまざまな産業分野に適用可能となる。
【符号の説明】
【００４６】
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　１０　　履物（サンダル）
　１０Ａ　履物構成部材
　１０Ｂ　履物構成部材
　１２　　履台　
　１２Ａ　ソール部
　１２Ｂ　本体部
　１４　　上底板
　１６　　胛皮（支持部材）
　２０　　履物（靴）
　２０Ａ　履物構成部材
　２０Ｂ　履物構成部材
　２２　　履台　
　２２Ａ　ソール部
　２２Ｂ　本体部
　２４　　上底板
　２６　　胛皮（支持部材）
　３０　　中敷
　ＬＡ　　足内側
　ＬＢ　　足外側
　　Ｃ　　一点鎖線
　　Ｈ　　水平線
　　Ｋ　　足

【図１】 【図２】
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